
市
長
提
出
議
案

議
案
第
65
号

　蓮
田
市
情
報
公
開
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
に
伴
う
改
正

主
な
内
容
は
、
公
文
書
の
開
示
請
求
が
あ
っ
た

場
合
に
お
け
る
不
開
示
情
報
を
「
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
」
の
規
定
に
合
わ
せ
る
も
の
及

び
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
等
を
不
開
示
情
報

に
追
加
す
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
66
号

　蓮
田
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
条
例

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
い
全
国
的
な
共
通
ル
ー
ル

が
市
の
個
人
情
報
保
護
制
度
に
適
用

　主
な
内
容
は
、「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
」
に
よ
り
条
例
で
規
定
す
る
こ
と
が
委
任
さ

れ
て
い
る
事
項
及
び
条
例
で
規
定
す
る
こ
と
が
許

容
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
及
び

「
蓮
田
市
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
廃
止
し
、
そ

れ
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　施
行
日
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
67
号

　蓮
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
条
例

蓮
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
査
会
の
所
掌
事
項
を
見
直
す

こ
と
等

主
な
内
容
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正
に
伴
い
全
国
的
な
共
通
ル
ー
ル
が

市
の
個
人
情
報
保
護
制
度
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
蓮
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

の
所
掌
事
項
に
蓮
田
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
諮
問
事
項

を
加
え
る
も
の
で
す
。
ま
た
、蓮
田
市
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
制
度
審
議
会
条
例
を
廃
止
す
る
と

12 月定例会
会期 11/30㊌▶ 12/22㊍

蓮
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
８
号
）な
ど

　
　
　
　20
議
案
を
可
決

令
和
４
年
12
月
定
例
会
は
、
去
る
11
月
30
日
か
ら
12
月
22
日
ま
で
の
23
日
間
の
会
期

で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
初
日
に
市
長
提
出
議
案
と
し
て
「
蓮
田
市
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例
」、「
和
解
に
つ
い
て
」、
蓮
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

な
ど
20
議
案
が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
可
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
今
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
「
国
に
「
消
費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
）
中
止
の
意
見
書
」
提
出
を
求
め
る
請
願
」
及
び
「
国
に
「
防
衛
費
（
軍

事
費
）
２
倍
化
反
対
、
社
会
保
障
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
」
提
出
を
求
め
る
請
願
」

は
い
ず
れ
も
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

定例会初日　議案の提案説明を行う山口市長
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と
も
に
、
関
係
規
定
の
整
備
を
す
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
で
す
。

市
民
の
個
人
情
報
保
護
の
仕
組
み

が
弱
ま
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵

害
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
反
対

反対討論　こ
れ
は
、
現
行
の
市
の
個
人
情
報
保
護
条
例
と
、

個
人
情
報
保
護
制
度
審
議
会
と
を
廃
止
し
て
、
国

の
ル
ー
ル
を
市
に
適
用
さ
せ
る
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
個
人
情
報
の
収
集
時
に
は
、
本
人
同

意
や
確
認
が
不
要
な
場
合
も
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン

に
よ
る
情
報
連
携
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

行
政
か
ら
企
業
へ
個
人
情
報
を
容
易
に
提
供
さ
せ

る
布
石
で
す
。
更
に
、
問
題
が
起
き
れ
ば
独
自
に

審
議
で
き
ず
、
市
民
が
自
ら
の
個
人
情
報
保
護
の

強
化
を
求
め
る
余
地
が
な
く
な
る
の
は
大
き
な
問

題
と
考
え
、
日
本
共
産
党
は
反
対
し
ま
す
。 

議
案
第
68
号

　蓮
田
市
職
員
定
数
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
定
年
の
引
上
げ
に
伴
い
職

員
の
定
数
を
改
定

主
な
内
容
は
、
職
員
の
定
数
に
つ
い
て
、
市
長

部
局
の
職
員
を
２
６
０
人
か
ら
２
７
０
人
に
、
教

育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
職
員
を
１
３
０
人
か
ら

１
３
５
人
に
、
公
営
企
業
関
係
職
員
を
20
人
か
ら

22
人
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
他

の
地
方
公
共
団
体
に
派
遣
し
て
い
る
職
員
、
他
の

地
方
公
共
団
体
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
職
員
、
休

職
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
職
員
及
び
育
児
休
業
を
し

て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
定
数
外
と
す
る
も
の

で
す
。
施
行
日
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
69
号

　蓮
田
市
職
員
の
定
年
等
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
職
員
の
定
年
の
引
上
げ
等
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

主
な
内
容
は
、
職
員
の
定
年
を
現
行
の
60
歳

か
ら
65
歳
ま
で
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

60
歳
を
基
本
と
す
る
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

齢
制
（
役
職
定
年
制
）
と
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
制
を
導
入
し
ま
す
。
翌
年
度
に
60
歳
に
達

す
る
職
員
へ
の
情
報
提
供
及
び
意
思
確
認
を
行
う

等
の
規
定
を
定
め
、
定
年
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
職

員
の
60
歳
に
達
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
給
料

月
額
を
７
割
水
準
と
し
、
そ
の
ほ
か
規
定
の
整
備

本年もよろしくお願いいたします

議

　長 

　齋

　藤

　昌

　司

副
議
長 

　高

　橋

　健
一
郎

［
議

　席

　順
］

議

　員 

　齋

　藤

　
　
　齊

議

　員 

　山

　田

　孝

　夫

議

　員 

　鈴

　木

　貴
美
子

議

　員 

　近

　藤

　純

　枝

議

　員 

　関

　根

　香

　織

議

　員 

　山

　田

　慎
太
郎

議

　員 

　栗

　原

　
　
　勇

議

　員 

　勝

　浦

　
　
　敦

議

　員 

　秦

　
　
　邦

　雄

議

　員 

　木
佐
木

　照

　男

議

　員 

　中

　里

　幸

　一

議

　員 

　本

　橋

　
　
　稔

議

　員 

　中

　野

　政

　葊

議

　員 

　豊

　嶋

　
　
　遥

議

　員 

　榎

　本

　菜

　保

議

　員 

　深

　田

　康

　孝

年
頭
に
あ
た
り

　蓮
田
市
民
の
皆
さ
ま
、
新
年
明
け
ま
し
て
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
健
や
か
な
新
年
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
た
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
平
素
よ
り
蓮

田
市
議
会
に
対
し
、
ご
理
解
ご
協
力
を
賜
り
、
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
影
響
を

受
け
、
生
活
様
式
が
激
変
し
在
宅
勤
務
も
普
通
の

こ
と
と
成
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
集
団
活
動

の
自
粛
や
イ
ベ
ン
ト
等
の
中
止
等
に
よ
る
、
市
民

活
動
や
家
庭
生
活
へ
の
影
響
も
大
変
な
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ベ
ン
ト
等
も

徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
復
活
さ
れ
て
き
て
お

り
ま
す
。
一
日
も
早
く
普
通
の
生
活
が
送
れ
る
日

が
来
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　蓮
田
市
は
、
昨
年
、
市
制
施
行
50
年
を
迎
え
ま

し
た
。
新
た
な
50
年
に
向
け
住
み
良
い
街
づ
く
り

の
た
め
、各
種
事
業
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

蓮
田
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
（
上
り
線
）
で
は
、ス
マ
ー

ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
開
通
し
、
大
型
車
が
通

行
可
能
と
な
り
大
変
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
4
方

向
（
上
下
線
で
の
乗
降
り
）
で
の
通
行
可
能
と
な

る
こ
と
が
早
期
に
望
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

さ
い
た
ま
市
で
は
、
地
下
鉄
７
号
線
の
岩
槻
駅
ま

で
の
延
伸
に
つ
い
て
事
業
化
を
見
据
え
、
鉄
道
事

業
者
へ
の
令
和
５
年
度
の
事
業
要
請
を
目
指
し

て
検
討
を
進
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
い
よ
い

よ
蓮
田
駅
ま
で
の
延
伸
も
具
現
化
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
イ
ン
フ
ラ
設
備
の
充
実
、

教
育
・
市
民
生
活
環
境
の
整
備
等
課
題
は
山
積
し

て
お
り
ま
す
。
市
民
目
線
に
立
っ
て
考
え
、
今
後

の
蓮
田
市
が
よ
り
一
層
、
活
性
化
し
て
い
く
よ
う

努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
市
民
一
丸
と
な
っ
て
地

下
鉄
7
号
線
蓮
田
駅
延
伸
と
い
う
夢
あ
る
事
業

を
推
進
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

　蓮
田
市
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
開
か
れ
た

議
会
・
市
民
の
た
め
の
議
会
と
な
り
ま
す
よ
う
、

鋭
意
努
力
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

結
び
に
、
蓮
田
市
の
発
展
と
皆
さ
ま
方
の
ご
健
勝

ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
年
の
挨
拶
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

議　長

齋藤　昌司
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を
行
う
も
の
で
す
。
な
お
、
現
行
の
再
任
用
職
員

制
度
の
廃
止
に
伴
い
、
蓮
田
市
職
員
の
再
任
用
に

関
す
る
条
例
を
廃
止
し
ま
す
。

 

議
案
第
70
号

　蓮
田
市
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
71
号

　市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に

関
す
る
条
例
及
び
蓮
田
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の

給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
答
申
を

踏
ま
え
期
末
手
当
を
改
正

こ
の
二
つ
の
議
案
の
主
な
内
容
は
、
令
和
４
年

度
12
月
期
支
給
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
、
現

行
の
２
・
15
月
か
ら
0.1
月
引
き
上
げ
て
２
・
25
月

に
改
め
ま
す
。
ま
た
、
令
和
５
年
度
以
降
の
期
末

手
当
の
支
給
割
合
を
、
６
月
期
及
び
12
月
期
そ
れ

ぞ
れ
2.2
月
に
改
め
る
も
の
で
す
。

議
案
第
72
号

　蓮
田
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

人
事
院
勧
告
に
鑑
み
職
員
の
給
与

を
改
正

　主
な
内
容
は
、
初
任
給
及
び
若
年
層
の
給
料
月

額
を
引
き
上
げ
、
令
和
４
年
度
12
月
期
支
給
の
勤

勉
手
当
を
、
再
任
用
以
外
の
職
員
は
現
行
の
０
・

95
月
か
ら
0.1
月
引
き
上
げ
て
１
・
05
月
に
、
再
任

用
職
員
は
現
行
の
０
・
45
月
か
ら
０
・
05
月
引
き

上
げ
て
0.5
月
に
改
め
ま
す
。
ま
た
、
令
和
５
年
度

以
降
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
、
６
月
期
及
び

12
月
期
そ
れ
ぞ
れ
再
任
用
以
外
の
職
員
は
1.0
月
に
、

再
任
用
職
員
は
０
・
４
７
５
月
に
改
め
る
も
の
で
す
。

議
案
第
73
号

　蓮
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
改
正

に
伴
い
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税

限
度
額
を
見
直
し

　内
容
は
、
基
礎
課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
を

現
行
63
万
円
か
ら
65
万
円
に
、
後
期
高
齢
者
支
援

金
等
課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
を
現
行
19
万
円

か
ら
20
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

　施
行
日
は
令
和
５
年
４
月
１
日
で
す
。

国
保
財
政
へ
の
国
庫
負
担

増
を

反対討論　内
容
は
、
国
保
税
の
課
税
限
度
額
の
見
直
し
で

あ
る
。
基
礎
課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
（
医
療

分
）
は
現
行
63
万
円
を
65
万
円
に
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
は
、
現
行

19
万
円
を
20
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
上
げ
、
合
計
で

現
行
99
万
円
を
合
計
１
０
２
万
円
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
来
年
度
は
さ
ら
に
、
合
計
１
０
４
万
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。
所
得
に
占
め
る

保
険
料
負
担
割
合
は
、
国
保
10
・
１
％
で
、
組
合

健
保
5.8
％
、
協
会
け
ん
ぽ
7.5
％
と
比
べ
て
高
い
。

国
保
財
政
へ
の
国
庫
負
担
の
増
を
求
め
て
、
日
本

共
産
党
は
反
対
す
る
。 

議
案
第
74
号

　蓮
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
改
正

内
容
は
、
共
同
住
宅
等
の
低
炭
素
建
築
物
新
築

等
計
画
の
認
定
審
査
に
係
る
基
準
等
を
改
定
す
る

も
の
で
す
。

議
案
第
75
号

　蓮
田
市
消
防
本
部
及
び
消
防

署
の
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

消
防
力
を
充
実
強
化
等
す
る
た
め

消
防
職
員
の
定
数
を
改
定

内
容
は
、
消
防
職
員
の
定
数
92
名
を
１
０
９
名

に
改
め
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
で
す
。

議
案
第
76
号

　指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
蓮
田
市
立
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
と
し
て
社
会
福
祉
法

人
昭
仁
会
を
指
定

蓮
田
市
立
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理

者
に
よ
る
管
理
が
、
令
和
４
年
度
末
を
も
っ
て
終

了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
蓮
田
市
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
を
開
催
し
、
審
査

を
経
て
、「
社
会
福
祉
法
人
昭
仁
会
」
に
内
定
し

た
の
で
提
案
す
る
も
の
で
す
。

指
定
の
期
間
は
、
令
和
５
年
度
か
ら
令
和
９
年

度
ま
で
の
５
年
間
で
す
。

ホームページで
会議録が閲覧
できます

　議
案
の
審
議
内
容
や
一
般
質
問
な

ど
を
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
か

た
は
、
市
議
会
会
議
録
が
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　こ
れ
ま
で
市
役
所
な
ど
の
公
共
施

設
に
備
え
て
あ
っ
た
会
議
録
は
、今
ま

で
と
同
様
に
次
の
施
設
で
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。

　●
市
役
所
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー

　●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　●
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　●
図
書
館

　●
中
央
公
民
館
及
び
関
山
分
館

　●
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

　●
蓮
田
駅
西
口
行
政
セ
ン
タ
ー

https://www.city.hasuda
.saitama.jp/
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議
案
第
77
号

　指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
蓮
田
市
立
学
童
保
育
所
の
指
定
管
理
者

と
し
て
株
式
会
社
ア
ン
フ
ィ
ニ
を
指
定

蓮
田
市
立
学
童
保
育
所
の
指
定
管
理
者
に
よ

る
管
理
が
、
令
和
４
年
度
末
を
も
っ
て
終
了
す
る

こ
と
に
伴
い
、
蓮
田
市
立
学
童
保
育
所
指
定
管
理

者
選
定
委
員
会
を
開
催
し
、
審
査
を
経
て
、「
株

式
会
社
ア
ン
フ
ィ
ニ
」
に
内
定
し
た
の
で
提
案
す

る
も
の
で
す
。

指
定
の
期
間
は
、
令
和
５
年
度
か
ら
令
和
９
年

度
ま
で
の
５
年
間
で
す
。

学
童
保
育
は
公
営
で

反対討論　２
０
１
６
年
度
の
民
生
文
教
委
員
会
で
、
市
は

審
議
の
中
で
保
育
は
公
営
で
行
う
べ
き
と
い
う
立

場
に
変
わ
り
は
な
い
と
の
答
弁
だ
っ
た
。
日
本
共

産
党
も
同
じ
立
場
で
あ
る
。
学
童
保
育
の
指
定
管

理
導
入
の
理
由
と
し
て
「
運
営
の
基
盤
と
な
る
全

て
の
学
童
指
導
員
の
身
分
が
、
非
常
勤
特
別
職
と

い
う
同
じ
立
場
に
あ
り
、
施
設
に
責
任
者
が
不
在

と
い
う
運
営
面
で
の
課
題
が
あ
る
」、「
指
導
員
の

確
保
が
難
し
い
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
公
設
公

営
で
も
、
指
導
員
の
待
遇
改
善
で
課
題
の
改
善
は

で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
、
日
本
共
産
党

は
議
案
第
77
号
に
反
対
す
る
。

議
案
第
78
号

　和
解
に
つ
い
て

談
合
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求

事
件
に
関
し
て
和
解

内
容
は
、
平
成
25
年
５
月
20
日
に
実
施
さ
れ

た
蓮
田
市
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
設
備
整
備
工

事
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
お
い
て
、
談
合
行

為
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
り

発
覚
し
、
市
に
損
害
が
生
じ
た
た
め
、
沖
電
気
工

業
株
式
会
社
及
び
三
峰
無
線
株
式
会
社
に
対
し

損
害
賠
償
請
求
を
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
市

の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
令
和
２

年
６
月
定
例
会
に
お
い
て
、
訴
え
の
提
起
の
議

決
を
経
て
、
損
害
賠
償
金
と
し
て
２
社
連
帯
し
て

２
６
８
７
万
７
３
２
５
円
の
支
払
い
と
訴
訟
費
用

の
負
担
等
を
求
め
る
訴
え
を
起
こ
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
裁
判
所
か
ら
２
社
連
帯
し
て
、
和

解
金
１
５
０
０
万
円
を
蓮
田
市
へ
支
払
う
こ
と
と

す
る
等
の
和
解
案
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
慎
重
に
検

討
し
た
結
果
、
裁
判
所
の
和
解
案
を
受
け
入
れ
る

こ
と
と
し
、
地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
12
号

の
規
定
に
よ
り
提
案
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
79
号

　令
和
４
年
度
蓮
田
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
に
よ
る

対
策
予
算
を
計
上

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
３
億
４
６
６
０
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

２
３
６
億
８
５
６
０
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
で
は
、
新
築
家
屋
の
増
加
等
に
よ
り
固
定

資
産
税
を
１
億
８
０
０
０
万
円
の
増
額
、
国
庫
支

出
金
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方

創
生
臨
時
交
付
金
１
億
３
２
２
１
万
２
０
０
０
円

を
計
上
。

歳
出
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
原
油
価
格
・

物
価
高
騰
対
策
と
し
て
、
農
業
者
物
価
高
騰
等
対

策
事
業
に
要
す
る
経
費
、
商
工
業
事
業
者
等
支
援

事
業
に
要
す
る
経
費
、
小
・
中
学
校
給
食
費
等
の

給
付
を
令
和
５
年
３
月
分
ま
で
延
長
す
る
た
め
の

経
費
を
計
上
。
ま
た
、
電
気
料
金
等
の
上
昇
に
よ

る
、
公
共
施
設
等
に
お
け
る
光
熱
水
費
を
増
額
。

そ
の
他
、
給
与
改
定
等
に
伴
う
人
件
費
、
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
件
数
が
増
加
し
て
い
る
障
害
児
入
所
給

付
費
及
び
入
所
医
療
費
等
給
付
事
業
に
要
す
る
経

費
な
ど
を
計
上
。

議
案
第
80
号

　令
和
４
年
度
蓮
田
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

保
険
給
付
費
等
を
増
額

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
３
億
２
７
３
２
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

65
億
９
２
７
２
万
６
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　今定例会における市長からの行政報告は 12 件で、

次のとおりです。

１　新型コロナウイルス感染症対策について

２　蓮田市制施行５０周年記念事業について

３　令和５年度予算編成方針について

４　東日本大震災関連の取り組み状況について

５　交通安全対策について

６　第１４回うたやの森フェスティバルについて

７　�地下鉄７号線建設誘致期成同盟会の活動状況につ

いて

８　�蓮田サービスエリア（上り線）花と緑のやすらぎ

ハイウェイガーデンプロジェクトの実施について

９　消防特別点検について

10　�国指定史跡黒浜貝塚第８期整備事業の進捗状況

について

11　�蓮田市総合市民体育館大規模改修及びサブア

リーナ増築事業の進捗状況について

12　各部の主な事業の進捗状況について

市長の行政報告
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し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
全
て

の
事
業
者
に
影
響
が
あ
る
当
制
度
が
、
ほ
と
ん
ど

の
事
業
者
に
周
知
さ
れ
ず
、
多
大
な
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
現
状
で
は
、
一
旦
、
当
制
度
の
導
入
中
止

を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
請
願
す
る
。

  

審
査

　

　紹
介
議
員
よ
り
趣
旨
説
明
を
受
け
、
審
査
を

行
っ
た
。
委
員
よ
り
「
本
件
は
、
免
税
事
業
者
が

本
来
納
め
る
べ
き
消
費
税
を
収
入
と
し
て
計
上
し

て
し
ま
う
と
い
う
課
題
を
解
消
す
る
制
度
だ
と
思

う
が
、
い
か
が
お
考
え
か
」
と
の
紹
介
議
員
へ
の

質
疑
に
対
し
、「
今
、
個
人
事
業
者
は
コ
ロ
ナ
や

物
価
高
騰
で
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
猶
予
期
間
は

あ
る
が
、
も
う
少
し
細
や
か
な
議
論
を
す
べ
き
と

考
え
、
中
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
説
明

が
あ
っ
た
。
ま
た
、「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

で
働
く
方
へ
の
影
響
は
あ
る
か
」
と
の
紹
介
議
員

へ
の
質
疑
に
対
し
「
会
員
に
対
し
税
負
担
を
求
め

る
と
最
低
賃
金
を
下
回
る
た
め
、
税
負
担
に
つ
い

て
は
事
務
費
に
上
乗
せ
す
る
こ
と
と
な
り
、
厳
し

い
状
況
に
な
る
と
聞
い
て
い
る
」
と
の
説
明
が

あ
っ
た
。
採
決
し
た
結
果
、
賛
成
少
数
を
も
っ
て

「
不
採
択
と
す
べ
き
も
の
」
と
決
し
た
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
導
入

し
、
等
し
く
消
費
税
を
払
う

こ
と
は
当
然
で
あ
る

反対討論　国
の
制
度
の
改
正
に
よ
り
消
費
税
導
入
の
適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
を

来
年
令
和
５
年
10
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
消
費
税
を
払
っ
て

い
な
か
っ
た
事
業
者
が
一
律
に
課
税
業
者
と
同
じ

保
険
給
付
費
は
、
執
行
状
況
に
よ
り
増
額
。
ま

た
、
諸
支
出
金
は
、
保
険
給
付
費
等
交
付
金
の
精

算
返
還
金
を
増
額
。

議
案
第
81
号

　令
和
４
年
度
蓮
田
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付

金
を
減
額

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
９
６
１
万
７
０
０
０
円
を
減
額
し
、
予
算
総

額
を
11
億
３
９
９
２
万
１
０
０
０
円
と
す
る
も
の

で
す
。

保
険
基
盤
安
定
繰
入
金
の
確
定
に
よ
り
、
一

般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
減
額
す
る
と
と
も
に
、

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金
を
減
額
す
る

も
の
で
す
。

議
案
第
82
号

　令
和
４
年
度
蓮
田
市
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

過
年
度
保
険
料
過
誤
納
還
付
金
な

ど
を
増
額

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
４
０
万
７
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

59
億
２
４
７
０
万
５
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

人
件
費
の
補
正
に
伴
う
増
額
と
過
年
度
保
険

料
過
誤
納
還
付
金
の
増
額
で
す
。

議
案
第
83
号

　令
和
４
年
度
蓮
田
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

貯
水
槽
清
掃
業
務
に
対
す
る
一
般

会
計
か
ら
の
負
担
金
を
計
上
な
ど

収
益
的
収
入
及
び
収
益
的
支
出
並
び
に
資
本

的
支
出
の
増
額
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

収
益
的
収
入
は
、
貯
水
槽
清
掃
業
務
に
対
し

て
、
一
般
会
計
か
ら
の
負
担
金
を
計
上
。
収
益
的

支
出
及
び
資
本
的
支
出
は
、
人
事
院
勧
告
に
準
じ

た
給
与
改
定
に
伴
う
職
員
人
件
費
を
補
正
す
る
も

の
で
す
。

議
案
第
84
号

　令
和
４
年
度
蓮
田
市
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

職
員
人
件
費
を
補
正

収
益
的
支
出
及
び
資
本
的
支
出
の
増
額
補
正

を
す
る
も
の
で
す
。
人
事
院
勧
告
に
準
じ
た
給
与

改
定
に
伴
う
職
員
人
件
費
を
補
正
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　

請

願

今
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
請
願
は
２
件
で
、

所
管
の
委
員
会
に
付
託
し
、
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

請
願
第
４
号

　国
に
「
消
費
税
の
適
格
請
求

書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
中
止

の
意
見
書
」
提
出
を
求
め
る
請
願

　蓮
田
市
桜
台
３
―

７
―

10

　埼
玉
土
建
一
般
労
働
組
合
岩
槻
蓮
田
支
部

　代
表

　中

　山

　弘

　明

  

要
旨

　所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
附
則

第
１
７
１
条
第
２
項
で
は
「
消
費
税
の
軽
減
税
率

制
度
の
導
入
後
３
年
以
内
を
目
途
に
、
適
格
請
求

書
保
存
方
式
の
導
入
に
係
る
事
業
者
の
準
備
状
況

及
び
事
業
者
取
引
へ
の
影
響
の
可
能
性
…
を
検
証

よ
う
に
消
費
税
を
支
払
う
仕
組
み
で
あ
る
。

　課
税
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る

こ
と
に
よ
り
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
と
し
て

登
録
番
号
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
税
の
平
等
の
立

場
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

り
、
等
し
く
消
費
税
を
払
う
こ
と
は
当
然
の
理
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
当
請
願
に
反
対
す
る
。

国
内
事
業
者
の
６
割
に
新
た

な
税
負
担
の
恐
れ
の
あ
る
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
は
再

考
を

賛成討論　２
０
１
６
年
度
の
財
務
省
の
調
査
に
お
い
て
、
国

内
８
２
３
万
の
事
業
者
の
う
ち
、
約
６
割
に
あ
た
る

５
１
２
万
が
個
人
・
法
人
の
免
税
事
業
者
で
あ
り
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
よ
り
新
た
な
税
負
担
と

事
務
負
担
を
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
会
員
一
人
ひ
と
り

も
免
税
事
業
者
で
あ
り
、
例
え
ば
会
員
が
消
費
税

を
支
払
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
会
員
の
報
酬
は
最
低

賃
金
を
割
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
事
業
者
が
厳
し
い

経
営
状
況
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
導
入
は
、
一
旦
中
止
す
べ
き
と
考
え
る
。

よ
っ
て
、
日
本
共
産
党
は
賛
成
す
る
。

請
願
第
５
号

　国
に
「
防
衛
費
（
軍
事
費
）

２
倍
化
反
対
、
社
会
保
障
の
拡
充
を
求
め
る

意
見
書
」
提
出
を
求
め
る
請
願

　蓮
田
市
桜
台
３
―

７
―

10

　埼
玉
土
建
一
般
労
働
組
合
岩
槻
蓮
田
支
部

　代
表

　中

　山

　弘

　明

ほ
か
１
０
４
４
名

　記
名
押
印

　０
名

  

要
旨

　国
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
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侵
略
を
機
に
、北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）

の
目
標
が
国
際
基
準
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
主
張
し
、

防
衛
費
を
５
年
以
内
に
２
倍
以
上
増
額
す
る
こ
と

を
骨
太
方
針
に
盛
り
込
ん
で
い
る
。
世
論
調
査
で

は
、
コ
ロ
ナ
対
策
や
物
価
高
騰
対
策
を
国
民
は
求

め
て
い
る
。
感
染
拡
大
で
医
療
・
介
護
・
保
健
所

の
現
場
は
危
機
的
状
況
に
あ
り
、
変
異
株
の
特
性

を
踏
ま
え
た
検
査
体
制
や
医
療
体
制
の
抜
本
的
強

化
も
国
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
防
衛
費
の
２
倍
化

で
は
な
く
、
社
会
保
障
を
拡
充
す
る
予
算
を
確
保

し
て
い
く
こ
と
を
国
に
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を

請
願
す
る
。

  

審
査

　

　紹
介
議
員
よ
り
趣
旨
説
明
を
受
け
、
審
査
を

行
っ
た
。
委
員
よ
り
「
専
守
防
衛
の
も
と
、
ミ
サ

イ
ル
等
へ
の
抑
止
力
を
強
化
す
る
上
で
、
防
衛
費

の
増
額
は
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。
弾
道
ミ
サ

イ
ル
が
市
内
に
着
弾
す
る
よ
う
な
場
合
、
シ
ェ
ル

タ
ー
等
も
無
い
状
況
で
、
い
か
に
し
て
市
民
の
生

命
、
財
産
を
守
る
の
か
」
と
の
紹
介
議
員
へ
の
質

疑
に
対
し
「
北
朝
鮮
が
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
を
繰
り

返
し
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は

な
い
が
、
戦
争
を
回
避
す
る
の
は
、
日
本
国
憲
法

第
９
条
の
立
場
で
国
際
社
会
に
訴
え
て
い
く
し
か

な
い
と
思
う
」
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
委

員
よ
り
「
財
源
は
増
税
で
対
応
す
る
と
い
う
現
在

の
政
府
与
党
の
議
論
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
に
お

考
え
か
」
と
の
紹
介
議
員
へ
の
質
疑
に
対
し
「
増

税
に
よ
る
防
衛
費
増
は
国
民
生
活
を
押
し
潰
す
も

の
だ
と
考
え
て
い
る
」
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
採

決
し
た
結
果
、
賛
成
少
数
を
も
っ
て
「
不
採
択
と

す
べ
き
も
の
」
と
決
し
た
。

国
民
の
生
命
と
財
産
を
守

る
た
め
に
防
衛
費
拡
充
は

必
要

反対討論　中
朝
露
の
軍
事
的
な
動
き
に
よ
り
、
我
が
国
を

取
り
巻
く
安
全
保
障
体
制
が
厳
し
さ
を
増
し
て
い

る
。
一
定
の
防
衛
能
力
を
整
備
す
る
と
約
43
兆
円

に
な
る
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。

　Ｊ
ア
ラ
ー
ト
が
出
た
際
に
、「
地
下
シ
ェ
ル
タ
ー

や
頑
丈
な
建
物
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
」
で
は
、

決
し
て
国
民
の
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
専
守
防
衛
の
原
則
を
順
守
し
た
上
で
、
防
衛

費
の
拡
充
は
必
要
と
考
え
、
本
請
願
に
反
対
す
る
。

大
軍
拡
・
増
税
に
反
対

賛成討論　日
本
は
、
戦
後
、
日
本
国
憲
法
を
つ
く
り
、
第

９
条
で
戦
争
放
棄
を
宣
言
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
政

府
は
安
保
３
文
書
を
国
民
的
議
論
も
国
会
で
の
議

論
も
な
く
閣
議
決
定
し
た
。
敵
基
地
攻
撃
（
反
撃

能
力
）
の
保
有
を
明
記
し
、
日
本
が
攻
撃
も
さ
れ

て
い
な
い
の
に
、
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
て
戦

う
こ
と
に
な
る
。
大
軍
拡
の
た
め
に
５
年
間
で
軍

事
費
を
43
兆
円
に
増
額
。
財
源
確
保
の
た
め
に
大

増
税
、
社
会
保
障
費
の
削
減
は
目
に
見
え
て
い
る
。

戦
争
放
棄
を
定
め
た
憲
法
９
条
に
基
づ
き
、
平
和

的
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
日
本
共
産

党
は
賛
成
す
る
。

請 願

「
倒
木
の
危
険
性
の
あ
る
も
の
は
伐
採
や
手
入
れ

を
し
て
、
き
ち
ん
と
管
理
し
て
い
く
。
安
全
確
保

と
緑
の
保
全
を
最
大
限
両
立
し
て
く
だ
さ
い
と
い

ま
た
、
説
明
会
な
ど
を
開
い
て
、
合
意
形
成
を
図

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え

て
市
は
判
断
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
説

明
会
が
な
い
ま
ま
、
全
部
伐
採
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
対
し
て
は
見
直
し
し
て
ほ
し
い
と
い
う

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

採
決
の
際
、
委
員
か
ら
趣
旨
採
択
を
求
め
る
動
議

が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
を
採
決
し
た
結
果
、
賛
成
多

数
を
も
っ
て
、
趣
旨
採
択
と
す
べ
き
も
の
と
決
し

た
。

【
趣
旨
採
択
】

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
へ
の
軍
事
侵
略
を
非
難

す
る
非
難
決
議
に
賛
成

賛成討論　今
回
の
ロ
シ
ア
の
行
動
は
明
ら
か議

動

蓮
田
駅
西
口
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関

す
る
特
別
委
員
会
設
置
を
求
め
る
動
議

こ

　市
民
の
み
な
さ
ん
が
市
政
な
ど
に
つ

い
て
、
直
接
市
議
会
に
要
望
で
き
る
制

度
が
「
請
願
」
で
す
。

　提
出
さ
れ
た
請
願
は
、
内
容
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
常
任
委
員
会
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
、
慎
重
に
審
査
が
行
わ
れ
ま

す
。　委

員
長
は
、
こ
の
審
査
の
結
果
を
議

長
に
報
告
し
ま
す
。

　本
会
議
で
は
、
審
査
結
果
を
も
と
に
、

質
疑
や
討
論
を
行
い
、
採
択
か
不
採
択

か
の
決
定
を
し
ま
す
。
こ
の
結
果
に
つ

い
て
は
、
請
願
を
提
出
し
た
代
表
者
に

通
知
を
し
ま
す
。

［
提
出
で
き
る
人
］

　請
願
は
、
だ
れ
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

蓮
田
市
以
外
の
か
た
、
外
国
人
、
未
成

年
者
、
あ
る
い
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
の
法
人
で

な
い
団
体
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

［
提
出
の
時
期
］

　各
定
例
会
が
開
か
れ
る
８
日
前
ま
で

に
議
会
事
務
局
（
市
役
所
３
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
右
図
の
用
紙
も
用

意
し
て
あ
り
ま
す
。

［
紹
介
議
員
］

　請
願
に
は
１
人
以
上
の
紹
介
が
必
要

で
す
。（
紹
介
議
員
の
署
名
ま
た
は
記

名
押
印
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。）

［
請
願
書
の
書
き
方
］

　書
式
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

右
図
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

①
内
容
は
わ
か
り
や
す
く
。

② 

道
路
・
下
水
の
整
備
な
ど
は
、
略
図

を
付
け
場
所
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

③ 

署
名
欄
に
は
住
所
・
氏
名
を
記
載
し
、

押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

請
願
者
の
住
所
・
氏
名
は
、
一
般
に

公
開
さ
れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
陳
情
書
の
取
り
扱
い
は

　陳
情
書
の
様
式
、
提
出
先
な
ど
は
請

願
と
同
じ
で
す
が
、
議
員
の
紹
介
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

　な
お
、
陳
情
書
の
本
会
議
で
の
取
り

扱
い
は
、
議
場
配
布
の
み
と
な
り
ま
す
。

▶▶▶▶請願・陳情はこのように◀◀◀◀

○
○
○
○
○
○
○
に
関
す
る

請
願
書

　紹
介
議
員（
署
名
ま
た
は
記
名
押
印
）

○

　○

　○

　○

　印

件
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
○
○
○
○
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

要
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
自
治
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

右
の
と
お
り
請
願
書
を
提
出
し
ま
す
。

　
　
　
　
　年

　月

　日

請
願
者
（
法
人
の
場
合
は
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

　
　
　
　住

　所

　
　
　
　氏

　名

　○

　○

　○

　○

　印

ほ
か

　
　名

蓮
田
市
議
会
議
長

　○
○

　○
○

　様
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